
 

 

 

 

  

 

引越しで処分 

するのは 

もったいないわ♪ 
 

 
新生活で必要な物を 

揃えたいな･･･。 

捨
て
ず
に
活
か
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

・自転車 

・電気製品 

・赤ちゃん用品 

・小型家具 

 

 

品
物
の
情
報
を
登
録
し
、 

｢

譲
り
た
い
方｣

か
ら
「欲
し
い
方
」へ
の 

仲
介
を
し
ま
す
。 喜ばれている物（一例） 

 

 

 

誰か使ってくれる 

人はいないかしら？ 

※品物・金銭の受渡しについては、当人同士の責任のもと行っていただきます。 

目黒区エコプラザの 



 

 

① 情報を登録しよう！ 
・窓口で記入用紙を貰います 

・物品名、メーカー、型番、 

 色、素材、大きさ、使用 

 年数、希望価格等を用紙に 

記入します。 
※上記利用登録期限内ならば電話での登録も可 

※登録期間は２ヶ月です。（更新可能） 
 

② 登録した情報は・・・ 
・目黒区エコプラザ内にある不用品情報 

コ―ナーに掲示されます。 

・エコライフめぐろ推進協会ホームページ 

にも掲載します。    

       

③ 登録した後は、連絡を待つだけ。 
 欲しい人が見つかった場合、エコプラザ 

から紹介を受けた方から直接連絡が入り 

ます。交渉は双方で行ってください。 

 

   

あげたい・ゆずりたい物 

がある人 

欲しい物が 

ある人 

① 情報を探そう！ 
  目黒区エコプラザ受付前の掲示板と 

エコライフめぐろ推進協会ホーム 

ページで公開しています。 
 

② 欲しいものが見つかったら・・・ 
エコプラザ窓口で紹介を受けます。  
※上記利用登録期限内ならば電話での紹介

も可能です。 

※交渉期間は 2週間です。 
 

③ 紹介を受けたら？ 
    出品者に連絡して品物の引渡し場所等 

直接交渉を行ってください。 
 

④ 結果の報告 
欲しいものを受け取った場合も、 

受け取らなかった場合も、連絡を 

取りやめた時も、エコプラザまで 

ご連絡ください。 

 
 

エ
コ
プ
ラ
ザ
で
仲
介
い
た
し
ま
す
。 

ご利用の際には 

「目黒区エコプラザ利用登録」が必要です。 

利用登録証の作成について 

・身分証明書（免許証・保険証など）の提示が必要です。 

・登録の費用はかかりません 

・登録の期限は２年間です。 

※ 不用品情報の情報登録には 3 ヶ月、不用品情報の紹介には 1 ヶ月の 

残期限が必要です。 

不用品情報は 

こちらから 

 

 

  

問合せ：目黒区エコプラザ 
〒153-0063  

目黒区目黒 1-25-26 田道ふれあい館地下 1 階 

TEL:(03)5721-2300    

(9:00～17:00 日･祝・年末年始/休館) 

エコライフめぐろ推進協会ホームページ  

https://www.ecolife-meguro.com/ 

 

https://www.ecolife-meguro.com/

